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臨時休校措置に係る給食費（３月５日～３月１９日分）の返金について 

 

新緑の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご清祥のこととお慶び申し

上げます。また，この度の長期にわたる休校措置に伴い，何かとご協力をいた

だき，誠にありがとうございます。 

 さて，昨年度末にお知らせしておりました３月５日から３月１９日までの給

食費（１１食分）の返金の準備が整いましたのでお知らせいたします。 

 つきましては，指定口座の方に５月２０日付にて，下記の通り，振込させて

いただきます。確認の程をお願いいたします。 

 

 

記 

 

〇給食費返金額   ２，８８２円（３月５日～３月１９日分） 

          （１食単価＠２６２円×１１回分） 

 

〇返金方法     口座振込 

 

 ５月２０日（水）に指定口座に上記金額を振込させていただきます。 

      銀行によって振込日が１～２日遅れることがございます。 

      ご確認をいただきますようお願いいたします。 

 

 ※生活保護（教育扶助）及び就学援助を受けておられるご家庭の方につきまし 

ては，給食費の返金はありませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 


